
資源管理・漁業経営安定対策
【３９，０１０（３７，３３０）百万円】

（25年度補正予算 ２２，８６９百万円）

対策のポイント
国民への水産物の安定供給を確保するため、計画的に資源管理に取り組む

漁業者に対し、資源管理・収入安定対策を実施するとともに、燃油・配合飼

料価格の高騰に備えるセーフティーネット事業を組み合わせ、適切な資源管

理と総合的な漁業経営の安定を図ります。

＜背景／課題＞

・国民への水産物の安定供給を確保するためには、適切な資源管理と漁業経営の安定を

ともに実現していくことが必要です。

・近年、燃油・養殖用配合飼料価格の高騰により漁業者の経営に大きな影響が出ており、

価格高騰の影響を緩和するためのセーフティーネット対策を整備することが必要で

す。

政策目標

資源管理・漁業経営安定対策のもとで資源管理に取り組む漁業者による漁

業生産の割合90％（平成34年度）

＜主な内容＞

１．漁業収入安定対策事業[拡充]

２５，２２２（２４，５２９）百万円

漁業共済・積立ぷらすの仕組みを活用し、漁業者・養殖業者による資源管理や漁

場改善の取組に対する補助として、収入額が減少した場合に減収補塡をします。

新たに、漁場改善に係る加入要件を多様化するほか、強度漁場改善の取組につい

て、支援の充実を図ります。

補助率：定額

事業実施主体：全国漁業共済組合連合会

２．資源管理体制推進事業

４１０（４４５）百万円

都道府県が策定した資源管理指針の見直しの検討や、資源管理計画に定められた

資源管理措置の履行確認等を行う都道府県資源管理協議会の運営に必要な経費を支

援します。

補助率：定額

事業実施主体：都道府県資源管理協議会
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３．資源管理指針等推進事業 ４７（５２）百万円

資源管理計画等の推進のための漁業者協議会の開催等に必要な経費を助成します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

４．漁業共済の加入漁業者に対する助成 ８，８３２（８，８０５）百万円

漁業災害補償法に基づき、災害等による損害を補塡する漁業共済の加入漁業者に

対して国庫補助をします。

食料安定供給特別会計へ繰入（漁業共済保険勘定繰入分）

事業実施主体：国（食料安定供給特別会計）

５．漁業経営セーフティーネット構築事業［拡充］

４，５００（３，５００）百万円

漁業者と国の拠出により、燃油価格や配合飼料価格が急騰したときに補塡金を交

付します。燃油については、原油価格が「漁業用燃油緊急特別対策」の発動ライン

を超えた場合、上昇分の国の負担割合が増えます。

補助率：定額

事業実施主体：一般社団法人 漁業経営安定化推進協会

６．漁業コスト構造改革緊急対策事業

（25年度補正予算２２，８６９百万円）

漁業者グループが行う①省燃油活動、②ＬＥＤ集魚灯等の省エネ型漁業用機器設

備の導入、③省エネ型漁船導入による沿岸漁業の収益性向上の実証等を支援すると

ともに、④燃油価格や配合飼料価格の急騰時に補填金を交付する基金の拠出金を積

み増します。

① 省燃油活動推進事業 ８，０１４百万円

補助率：定額（定額、１／２以内)

事業実施主体：一般社団法人 漁業経営安定化推進協会

② 省エネ機器等導入推進事業 ２，８３５百万円

補助率：定額（漁業者グループが行う機器設備の導入

費用に対する助成率は１／２以内)

事業実施主体：一般社団法人 漁業経営安定化推進協会

③ 漁業構造改革総合対策事業 ２，５２０百万円

補助率：定額

事業実施主体：特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構

④ 漁業経営セーフティーネット構築事業 ９，５００百万円

補助率：定額

事業実施主体：一般社団法人 漁業経営安定化推進協会
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お問い合わせ先：

１、４の事業 水産庁漁業保険管理官 （０３－６７４４－２３５５）

２、３の事業 水産庁管理課 （０３－３５０２－８４３７）

５、６の①、②、④の事業

水産庁企画課 （０３－６７４４－２３４１）

６の③の事業 水産庁漁業調整課 （０３－３５０２－８４６９）



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
【
平

成
２
６
年

度
概

算
決

定
額

 
資

源
管

理
・
収

入
安

定
対

策
：
３
４
，
５
１
０
（
３
３
，
８
３
０
）
百

万
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
漁

業
経

営
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
構

築
事

業
：
４
，
５
０
０
（
３
，
５
０
０
）
百

万
円

】
 

資
源

管
理

・
漁

業
経

営
安

定
対

策
 

○
 

国
民
へ

の
水
産
物
の
安
定
供
給

を
図
る

た
め

、
計

画
的
に
資

源
管

理
に

取
り
組
む
漁
業
者
を
対
象
に
漁
業
共
済
の
仕
組
み

を
活

用
し
た
資
源
管
理
・
収
入
安

定
対
策
を

講
じ

、
コ

ス
ト
対
策

を
組

み
合

わ
せ
て
、
総
合
的
な
経
営
安
定
対
策
を
構
築
。
 

○
 

漁
業
共
済
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
漁
業

種
類

（
沿

岸
・
沖
合

・
遠

洋
漁

業
・
養
殖
業
）
を
対
象
。
 
 

ポ
 イ

 ン
 ト

 

資
源

管
理
・

収
入

安
定

対
策

 

資
源
管
理
へ
の
取
組

 

コ
ス
ト
 

対
 
策

 

燃
油
や
配
合
飼
料
の

高
騰
に
対
す
る
取
組

 


 
漁
業
者
と
国
が
資
金
を
積
立

 


 
原
油
価
格
・
配
合
飼
料
価
格
が
、

  「
７
中
５
平
均

値
×

10
0%

」
を
超
え
た
場
合
、

 超
え
た
分
を
補
塡

 
 

 
 

 
原
油
価
格
は
、
特
別
対
策
発
動
ラ
イ
ン
を

 
 

 
 

 
超
え
た
場
合
、
国
の
負
担
割
合
増

 

コ
ス
ト
対

策
の

実
施

 

積
立

ぷ
ら

す
（

国
と

漁
業

者
の

積
立

て
方

式
）

の
発

動
ラ

イ
ン

 
（

原
則

９
割

）
 

 
漁
業
共
済

 
（
掛
け
捨
て
方
式
）
 

の
発
動
ラ
イ
ン

 
（
原
則
８
割
）
 

 

収
入

変
動

 

10
0 

基
準

収
入

(注
) 

(注
) 
基
準
収
入
：
個
々
の
漁
業
者
の
直

近
5年

の
収
入
の
う
ち
、
最
大
値
と
最

小
値
を
除
い
た
中
庸

3カ
年
の
平
均
値

 


 
国
・
都
道
府
県
が
作
成
す
る
「
資
源

管
理
指
針
」
に
基
づ
き
、
漁
業
者
（
団

体
）
が
休
漁
、
漁
獲
量
制
限
、
漁
具
制

限
等
の
自
ら
取
り
組
む
資
源
管
理
措

置
に
つ
い
て
記
載
し
た
資
源
管
理
計

画
を
作
成
し
、
こ
れ
を
確
実
に
実
施

 


 
養
殖
の
場
合
、
漁
場
改
善
の
観
点

か
ら
、
持
続
的
養
殖
生
産
確
保

法
に

基
づ
き
、
漁
業
協
同
組
合
等
が
作
成

す
る
漁
場
改
善
計
画
に
お
い
て
定
め

る
適
正
養
殖
可
能
数
量
を
遵
守

 

  

漁
業

収
入

安
定

対
策

の
実

施
 

【
漁

業
経
営

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
構

築
事
業

】 
0.

0

90
.0

価
格
高
騰
の

影
響
を
緩
和

 

価 格 

＝
補
塡
分

 


 
基
準
収
入
（
注
）
か
ら
一
定
以
上
の

減
収
が
生
じ
た
場
合
、
「
漁
業
共
済
」

（
原
則

8割
ま
で
）
、

 
「
積
立
ぷ
ら
す
」

（
原
則

9割
ま
で
）
に
よ
り
減
収
を
補

塡
 

 
 
漁
業
共
済
の
掛
金
の
一
部
を
補
助

 

   
  漁

業
共
済
・
積
立
ぷ
ら
す
の
仕
組
み
を

活
用
し
て
、
資
源
管
理
の
取
組
に
対
す
る

支
援
を
実
施

 

 ※
 補

助
額

は
、
積

立
ぷ

ら
す
の

積
立
金

 
 

 
 

  （
漁

業
者

１
：
国

３
）
の

国
庫

負
担
分

、
 

 
 

 
 

 共
済

掛
金

の
30

％
（
平

均
）
に
相

当
 


	２６予算　はじめ～災害復旧
	【企画課修正】部長意見※00_資源管理・漁業経営安定対策（水産庁）（漁業保険管理官）
	参考00_資源管理・漁業経営安定対策（漁業保険管理官）
	スライド番号 1





